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出力１kWあたり25,000円（上限100,000円）

設置に要する経費の5％（上限45,000円）

設置に要する経費の5％（上限40,000円）

設置に要する経費の5％（上限30,000円）

設置に要する経費の5％（上限20,000円）

設置に要する経費の5％（上限100,000円）
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機
器

ガス発電給湯器（エコウィル）

補助対象機器 補助金額

新
エ
ネ

機
器

太陽光発電システム

太陽熱温水器

ＣＯ2冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）

燃料電池システム（エネファーム）

 

 

 

 

【目的】 

地球温暖化対策の一環として、温室効果ガスの削減効果が高い新エネルギー・ 

省エネルギー機器を設置されるご家庭に、経費の一部を助成します。 

 

【要件】 

①板橋区内において、ご自身が居住するための住宅に、新しく補助対象機器を設置される方。 

（賃貸・使用貸借住宅の場合は、住宅所有者の機器設置についての同意書が必要です。） 

②申請時点において、設置工事が完了していないこと。 

③平成２４年３月１９日までに設置完了報告書を提出できること。 

④特別区民税・都民税を滞納していないこと。 

 

【補助の対象となる機器と補助金額】 

 

 

 

 

 

 

【申請の期間】 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

補助対象機器       申 請 期 間 

新エネルギー機器 平成２３年４月１日～平成２４年３月１９日 

省エネルギー機器 第１次申請期間 平成２３年４月１日～平成２３年１０月３１日 

  第２次申請期間 平成２３年１１月１日～平成２４年３月１９日 

★各機器について、規格等に基準があります。基準を満たさない機器には補助金が交付されません。 

★「設置に要する経費」とは、機器本体、部材、架台の購入及びこれらの取り付け工事に関する費用であり、

機器の運転に直接必要のない付属品やオプション品などは除きます。 

★交付申請額は、1,000円未満の端数を切捨てた金額になります。 

★同一年度内での申請は、各１台までとなります。 

★補助対象機器１種類につき、１枚の申請書が必要になります。 

省エネルギー機器には、第１次申請期間に 

補助金交付金額の上限を設けています。 

土日・祝祭日は除きます。 

 



・・・手続きの流れ・・・                 ・・・提出する書類・・・ 
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省エネ機器において、第１次期

間の予算枠を超えていたとき 

第２次期間になって、配分

される予算があるとき 
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【補助金交付申請】 

(１) 補助金交付申請書（第1 号様式） 

(２) 以下添付書類 

◎機器の設置に係る見積書とその内訳書のｺﾋﾟｰ 

◎機器の形状・規格等がわかるパンフレット等 

◎賃貸住宅・使用貸借住宅の場合は、所有権 

 者の同意書 

  ○太陽光発電システムはパネルの配置図が必要です。 

◎最新の特別区民税・都民税納税証明書又は同

非課税証明書 

 

【補助金の請求】 

(１) 補助金交付請求書（第１１号様式） 

(２) 口座振替依頼書 

【設置完了報告】 

(１) 設置完了報告書（第９号様式） 

(２) 以下添付書類 

◎機器の設置に係る領収書とその内訳書のｺﾋﾟｰ 

◎機器の設置状態を示す写真 

   （太陽光発電システムの場合、パネル全体が写ってい

て、枚数が確認できる写真が必要です。） 

◎住民票等 

（機器を設置した住宅に居住していることが 

確認できるもの） 

○太陽光発電システムについては、電力会社との電力

契約書の写し 

 

予約登録は、正式な交付
決定ではありません。 

*** 申請書は、板橋区役所のホームページからダウンロードできます *** 
 

★★★ 担当・問合せ ★★★ 

板橋区 環境保全課 環境都市推進係 

TEL：３５７９－２５９６  FAX：３５７９－２５８９ 

ホームページアドレス  http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/004/004900.html 

 

予算枠を超えた場合、申請期間中でも補助金を受けられないことがあります。 

また、環境保全課に届いた日をもって先着順となりますのでご了承ください。 

 

 

β 提出書類の印鑑は、すべて同一のものをご使用ください（スタンパー不可）。 

β 設置完了後、速やかに設置完了報告書等の提出をお願いいたします。 

β 提出書類の印鑑は、すべて同一のものをご使用ください（スタンパー不可）。 


